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本
書
は
、
弘
前
城
築
城
四
百
年
祭
記
念
事
業

と
し
て
弘
前
市
立
図
書
館
後
援
会
が
主
催
し
た

「
古
文
書
で
見
る
〝
弘
前
城
あ
れ
こ
れ
〟」（
共
催
・

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
、
後
援
・
弘
前
城
築
城

四
百
年
祭
実
行
委
員
会
）
へ
出
展
さ
れ
た
〝
原
文
〟

〝
読
み
下
し
文
〟〝
解
説
文
〟
か
ら
な
る
パ
ネ
ル

を
収
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
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古
文
書
で
見
る
〝
弘
前
城
あ
れ
こ
れ
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催
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。
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4　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

●
若
殿
様
の
正
月
料
理	

毛  

内
　
昭  

夫

　
　

◆
三
の
丸
御
屋
敷
で
の
御
祝
儀

　

元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
一
月
一
日
の
「
御
日
記
」
に
、
正
月
の
御
規
式
や
御
料
理
な
ど
が
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

当
日
は
ま
ず
、
若
殿
様
の
御
住
居
で
あ
る
三
の
丸
御
屋
敷
に
鏡
餅
、
御
蓬
萊
、
素
焼
き
の
、
三
つ
重
ね
の
盃
を
載
せ
た
塗
り

三
方
を
飾
り
、
御
祝
儀
が
は
じ
ま
る
。
こ
の
と
き
の
本
膳
料
理
は
三
汁
九
菜
で
あ
る
。

　

◆
御
本
膳
（
本
膳
料
理
）
は
、
鱠

な
ま
す
〔
ぼ
ら
、
田
作
り
、
笹
か
し
大
根
、
栗
生
姜
、
金
柑
〕、
御
汁
は
大
蕪
、
香
の
物
、
焼
き
物

は
塩
小
鯛
。

　

◆
二
の
膳
は
本
膳
の
右
側
に
置
か
れ
、
煮
物
〔
く
し
こ
（
な
ま
こ
）、
串
貝
（
鮑
）〕、
御
汁
〔
鴨
、
牛ご
ぼ
う蒡
、
大
根
、
五
ふ
な
ゆ
〕、

あ
え
物
〔
ね
ぶ
か
（
葱
）
と
山
椒
〕。

　

二
の
膳
か
ら
お
酒
が
勧
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

◆
三
の
膳
は
本
膳
の
左
側
に
置
か
れ
、
刺
身
〔
鯉
子
付
、
か
き
鯛
、
九く
ね
ん
ぼ

年
母
、
調
味
料
の
わ
さ
び
と
煎
酒
〕、
御
汁
小
菜
、
五

三
二
か
れ
い
。

　

さ
ら
に
引
而
（
お
ま
け
の
料
理
）
が
つ
く
。
組
焼
〔
か
ま
ぼ
こ
、
生
干
し
鱈
、
調
味
料
の
塩
山
椒
〕、
煎
鳥
〔
雉
子
・
麩
〕。



5 若殿様の正月料理

　

◆
以
上
で
三
汁
九
菜
の
料
理
は
終
わ
る
が
、
さ
ら
に
御
肴
と
し
て
、
御
吸
い
物
〔
鯛
の
ひ
れ
〕、
ま
た
、
主
人
自
ら
取
っ
て
勧

め
る
鰹
、
数
の
子
が
出
て
く
る
。

　

最
後
に
御
菓
子
〔
勝
栗
、
蜜
柑
、
昆
布
、
山
椒
、
熨
斗
（
あ
わ
び
）〕
が
出
て
終
わ
る
。

　　

◆
藩
の
料
理
人
は
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
の
分
限
帳
に
、
御
台
所
頭
二
人
、
ほ
か
八
十
二
人
と
あ
る
。
ま
た
、
本
膳
料

理
に
つ
い
て
は
、
参
勤
交
代
の
と
き
に
随
行
さ
せ
て
、
江
戸
で
技
術
を
習
得
さ
せ
て
い
た
。

　

ち
な
み
に
元
禄
十
三
年
は
、
藩
主
信
政
公
が
参
勤
で
江
戸
に
い
た
た
め
、
若
殿
様
の
信
壽
公
が
代
わ
っ
て
勤
め
て
い
た
。

 【
原
文
の
読
み
下
し
文
】

元
禄
十
三
年
一
月
一
日
（『
御
日
記
』）

      　

御
本
膳

　
　
　
　

ぼ
ら

　
　
　
　

た
つ
く
り　
　
　
　

薄
盤
御
膳
御
紋
御
椀

　
　

鱠　

さ
ゝ
か
し
大
こ
ん　
　
　
　

御
汁
大
か
ぶ

　
　
　
　

く
り
せ
う
が

　
　
　
　

金
か
ん

　
　

香
物　
　
　
　
　
　
　

 

焼
物
塩
小
鯛

　
　
　

二

　
　
　
　
　

く
し
こ

　
　

 
煮
物

　
　
　
　
　

く
し
が
い



6　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
葉
ご
ぼ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
汁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
て
う
大
こ
ん

　
　
　
　
　

ね
ぶ
か　
　
　
　

五
ふ
な
ゆ

　
　

和
物

　
　
　
　
　

山
椒
に
て

　
　
　

三

　
　
　
　
　
　

鯉
子
付

　
　
　
　
　
　

か
き
た
い

　
　

さ
し
み　

わ
さ
び

　
　
　
　
　
　

く
ね
ん
ぼ

　
　
　
　
　
　

い
り
酒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

御
汁
こ
な

　
　

五
三
二
か
れ
い

　
　
　

 

引
而

　
　
　
　
　

か
ま
ぼ
こ

一　

組
焼 　
　
　
　
　
　

塩
山
椒

　
　
　
　
　

生
干
た
ら

　
　
　
　
　
　

き
じ

一　

い
り
鳥

　
　
　
　
　
　

ふ

　
　
　

 

御
さ
か
な

　
　

御
吸
物

　
　
　
　
　

ひ
れ

　
　
　
　

一　

か
つ
ほ

　
　
　
　

一　

数
の
子

　
　
　
　
　
　

勝
ぐ
り  

み
つ
か
ん

　
　

御
菓
子　

こ
ん
ぶ  

山
椒

　
　
　
　
　
　

の
し



7 寛文元年の諸法度

　

◆
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
六
月
二
十
一
日
に
、
十
六
歳
の
殿
様
・
信
政
公
は
、
家
臣
、
領
民
に
諸
法
度
を
申
し
渡
し
た
。

　

十
一
ヶ
条
に
わ
た
っ
た
こ
の
法
度
は
、「
人
と
し
て
の
道
」
と
「
家
臣
と
し
て
守
る
べ
き
道
」、
す
な
わ
ち
心
構
え
を
申
し
付

け
た
も
の
で
あ
る
。

　

◆
信
政
公
は
、
父
の
信
義
公
が
死
去
す
る
と
、
す
ぐ
幕
府
に
跡
目
相
続
を
願
い
出
た
が
、
許
可
が
下
り
る
ま
で
少
し
時
間
が

か
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

理
由
は
二
つ
あ
る
。

　

一　

父
・
信
義
公
の
御
乱
行

　

一　

信
政
公
が
十
歳
と
幼
少
で
、
北
方
警
備
の
不
安

　

こ
の
た
め
、
幕
府
で
は
、
五
島
列
島
へ
の
国
替
え
と
、
一
万
石
大
名
へ
の
格
下
げ
を
検
討
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
信
義
公
の
長
女
「
万
姫
」（
信
政
の
姉
）
は
、
の
ち
に
幕
府
の
老
中
に
な
る
土
井
能
登
守
利
房
に
嫁
い
で
い

た
。
こ
の
働
き
か
け
が
大
き
か
っ
た
ら
し
く
、
国
替
え
と
格
下
げ
は
と
に
か
く
取
り
や
め
に
な
っ
た
。

　

◆
信
義
公
の
死
去
は
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
十
一
月
二
十
五
日
で
、
信
政
公
の
相
続
は
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
二
月

二
日
、
十
一
歳
の
と
き
で
あ
る
。

●
寛
文
元
年
の
諸
法
度 

笹  

森
　
洋  

子



8　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　

信
義
公
の
弟
・
信
英
を
後
見
人
と
す
る
こ
と
で
、
相
続
が
許
可
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
信
政
公
は
藩
主
と
し
て
、
政
治
に
取
り
組
む
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

◆
こ
の
年
六
月
三
日
に
藩
主
・
津
軽
信
政
は
参
勤
を
終
え
て
弘
前
城
に
着
城
し
て
い
た
。
す
か
さ
ず
同
月
二
十
一
日
に
、
改

め
て
支
配
機
構
の
整
備
に
着
手
し
、
こ
の
「
諸
法
度
」
を
布
告
し
た
。
十
六
歳
で
あ
っ
た
が
、
統
治
に
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
を
示

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

◆
御
家
中
士
と
町
民
、
農
民
に
対
し
た
基
礎
的
な
勉
学
と
素
養
、
質
素
倹
約
、
旅
行
者
へ
の
い
た
わ
り
、
町
内
の
防
犯
、
特

に
貢
租
に
は
連
帯
責
任
を
負
わ
せ
て
い
た
。

　

道
徳
的
な
意
味
合
い
に
と
れ
る
が
、
藩
の
財
政
保
持
を
主
眼
に
し
た
法
令
で
あ
る
。



9 寛文元年の諸法度
 【

原
文
の
読
み
下
し
文
】

　

寛
文
元
年
六
月
廿
一
日

一
、
寄
合
場
に
お
い
て
諸
法
度
の
書
き
付
け
を
仰
せ
渡
さ
れ
る
。

　
　

右
の
御
書
き
付
け
は
左
の
通
り
。

　
　
　

諸
法
度

一
、
貴
賤
を
論
ぜ
ず
、
父
母
、
兄
弟
、
孝
友
の
輩

や
か
ら
お
よ
び
節
婦
な
ど
が
こ
れ

あ
る
に
お
い
て
は
、
郡

こ
お
り

奉
行
、
町
奉
行
な
ら
び
に
目
付
方
よ
り
見
お
よ

び
、
聞
き
お
よ
び
次
第
、
き
っ
と
申
し
上
げ
る
べ
き
こ
と
。

　
　

も
ち
ろ
ん
不
孝
不
貞
の
輩
こ
れ
あ
ら
ば
申
し
上
げ
る
べ
き
こ
と
。

一
、
百
石
士
（
藩
士
）
の
嫡
子
、
二
百
石
以
上
の
子
弟
は
、
十
一
歳
よ
り
弓
馬
、

諸
礼
、
読
書
の
習
熟
。

 

十
六
歳
よ
り
以
上
は
学
文問

、
義
理
の
講
習
、
武
芸
稽
古
な
ど
間
断
つ
か

ま
つ
ら
ざ
る
よ
う
に
、
父
兄
が
教
戒
致
す
べ
き
こ
と
。

一
、
自
今
以
後
、
非
番
、
在
国
の
士
（
藩
士
）
は
弓
馬
を
嗜
ま
ず
、
ほ
し
い
ま

ま
酒
色
に
酖
る
輩
は
、
事
実
を
考
え
罪
科
に
処
す
べ
き
こ
と
。

一
、
訴
訟
の
儀
は
、
頭

か
し
ら
こ
れ
あ
る
者
は
頭
を
も
っ
て
申
し
上
げ
、
頭
こ
れ
な

き
者
に
お
い
て
は
、
親
類
、
縁
者
の
う
ち
一
両
輩
召
し
連
れ
、
奉
行
所

へ
ま
か
り
出
る
べ
き
こ
と
。

 

も
し
徒
党
を
た
て
、
訴
状
を
捧
げ
る
に
お
い
て
は
、
た
と
え
道
理
た
る

と
い
え
ど
も
、
堅
く
た
て
ま
じ
き
こ
と
。

一
、
衣
服
の
こ
と
。
百
石
以
上
は
向
後
（
こ
の
あ
と
）
絹
、
紬

つ
む
ぎ

、
木
綿
こ
れ
を
着

す
べ
し
。



10　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　

百
石
よ
り
以
下
は
木
綿
た
る
べ
し
。

　
　

こ
の
ほ
か
堅
く
こ
れ
を
停
止
し
、
す
べ
て
下
々
の
者
は
半
え
り
、
帯
な

ど
に
至
る
ま
で
木
綿
の
ほ
か
無
用
た
る
べ
き
こ
と
。

一
、
振
る
舞
い
の
膳
は
木
具
な
ら
び
に
杯
台
は
こ
れ
を
停
止
し
、
二
汁
五
菜
、

肴
は
二
種
、
酒
は
三
献
を
過
ご
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
。

　
　

す
べ
て
珍
客
・
嫁
と
り
の
節
た
り
と
い
う
と
も
、
供
応
軽
く
致
す
べ
き

こ
と
。

一
、
音い

ん

信し
ん

贈
答
の
品
は
、
重
き
物
無
用
た
る
べ
し
。
酒
肴
な
ど
に
至
る
ま
で

軽
少
た
る
べ
き
こ
と
。

一
、
嫁
と
り
の
儀
は
、
近
年
は
な
は
だ
華
麗
に
お
よ
ぶ
。

　
　

自
今
以
後
は
諸
道
具
以
下
、
分
に
過
ぎ
た
る
結
構
を
致
さ
ず
、
倹
約
を

用
う
べ
き
こ
と
。

一
、
羈※

き

旅り
ょ

行
人
に
は
も
っ
と
も
憐れ
ん

恤じ
ゆ
つを
加
え
、
一
切
慢
易
あ
る
べ
か
ら
ず
。

　
　

も
し
病
死
致
す
に
お
い
て
は
検
使
を
さ
し
遣
わ
す
べ
く
の
旨
、
相
触
れ

べ
き
こ
と
。

一
、
土
民
・
町
人
は
五※

人
組
を
た
て
、
向
後
万
事
申
し
合
わ
せ
べ
き
こ
と
。

一
、
分
内
の
量
衡
（
は
か
り
）
は
、
一
国
の
通
用
は
私
曲
な
く
堅
く
申
し
付
け

べ
き
こ
と
。

　
　
　

右
の
条
々
堅
く
相
守
る
べ
き
も
の
な
り
。

※
覊
旅
行
人　

旅
行
と
旅
人

※
五
人
組　

江
戸
時
代
の
庶
民
の
隣
保
組
織
。
連
帯
責
任
に
よ
る
年
貢
の
完
納
と
、防

犯
な
ど
を
取
り
締
ま
っ
た
組
織
。
こ
の
長
を
五
人
組
頭
と
い
う
。



11 城内にあった侍屋敷と町

　
　
◆
城
内
と
侍
屋
敷

　

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
の
正
月
元
日
と
二
日
に
、「
御
家
中
士
」
と
「
町
の
者
」
二
十
八
人
を
合
わ
せ
て
約
五
百
五
十
人

が
登
城
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
慶
長
年
（
一
五
九
六
─
一
六
一
四
）
末
の
御
家
中
は
、
百
石
以
上
の
士
が
約
二
百
五
十
人
と
、
知
行
高
知
れ
ず
の
者

の
百
二
十
五
人
を
合
わ
せ
て
約
三
百
七
十
五
人
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

寛
永
末
年
（
一
六
四
三
）
の
「
津
軽
弘
前
城
之
絵
図
」
に
、
城
内
に
あ
っ
た
「
侍
町
の
家
数
」
は
三
の
郭
、
四
の
郭
合
わ
せ

て
百
十
一
軒
と
あ
る
。

　
　

◆
城
内
に
あ
っ
た
「
町
名
」

　

城
内
の
三
と
四
の
郭
に
は
大
浦
町
、
白
銀
町
、
二
百
石
町
、
備
前
町
、
母
衣
町
な
ど
の
町
が
あ
り
、
こ
こ
に
住
ん
で
い
た
御

家
中
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
ご
ろ
か
ら
除
々
に
城
外
へ
移
っ
た
。

　

宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
ご
ろ
に
は
、
二
の
郭
の
重
臣
十
数
人
を
合
わ
せ
て
二
百
七
十
人
ほ
ど
が
屋
敷
を
与
え
ら
れ
て
郭
外

へ
移
っ
て
い
る
。
町
名
も
同
じ
名
で
外
へ
移
さ
れ
、
現
在
の
大
浦
町
、
白
銀
町
と
な
っ
た
。
た
だ
、
慣
習
的
に
城
内
で
も
後
年

ま
で
使
わ
れ
て
い
た
。

　
　

◆
出
入
り
が
自
由
だ
っ
た
お
城

　

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
四
月
二
十
六
日
の
「
御
日
記
」
に
、

●
城
内
に
あ
っ
た
侍
屋
敷
と
町	

田  

澤
　
正



12　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　

一
、
あ
め
う
り
、
や
き
も
ち
う
り

　
　

一
、
か※

ね
う
ち
、
は
ち
ひ
ら
き
な
ど
は
、
御
丸
・
城
内
・
へ
堅
く
無
用

と
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
時
ま
で
、
三
、
四
の
郭
は
町
人
も
出
入
り
が
自
由
で
あ
り
、
こ
れ
以
後
は
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　

※
か
ね
う
ち
、
は
ち
ひ
ら
き　

鐘
、
鉢
な
ど
を
な
ら
し
て
歩
く
物
も
ら
い
。

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
四
月

▶
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
の
「
弘
前
城
之
図
」（『
津
軽
弘
前
城
史
』
よ
り
）

　
城
郭
内
が
侍
屋
敷
と
し
て
区
割
り
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。



13 殿様と琵琶

　

◆
弘
前
藩
に
「
平へ
い

曲き
よ
く」〔
琵
琶
を
用
い
た

語
り
も
の
音
楽

〕
を
も
た
ら
し
た
楠
美
則の
り

徳よ
し

は
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
、
参
勤
交
代
に
随
行
し
て
、

江
戸
で
三
島
自
寛
か
ら
前
田
流
平
曲
を
学
ん
だ
。
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
は
さ
ら
に
川
村
良
碩
か
ら
「
康
頼
祝
詞
」「
都

遷
」
ほ
か
の
伝
授
物
も
学
ん
だ
。

　

翌
年
の
文
化
十
一
年
に
、「
前
田
流
平
曲
ノ
初
ノ
巻
之
記
」
を
藩
主
・
寧
親
公
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
、「
筆
記
の
趣
き
殊
勝
で

あ
る
、
永
く
相
伝
せ
よ
」
と
激
賞
さ
れ
た
。
以
来
、
楠
美
家
は
「
平
曲
の
家
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

◆
二
代
あ
と
の
藩
主
・
順
承
と
、
幕
末
期
の
藩
の
参
政
・
楠
美
太た
い

素そ

、
そ
の
子
・
楠
美
晩
翠
は
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）

に
、
津
軽
氏
と
類
縁
の
旗
本
・
那
須
資
礼
か
ら
麻
岡
検
校
の
平
曲
を
聞
き
、
次
第
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
中
で
順
承
公
は
、
検
校
遺
品
の
琵
琶
「
五
月
雨
」
を
贈
ら
れ
る
ほ
ど
上
達
し
て
い
た
。

　

太
素
は
の
ち
に
、
公
愛
用
の
「
五
月
雨
」「
撫
子
」
も
贈
ら
れ
て
い
る
。

　

◆
殿
様
の
奨
励
も
あ
っ
て
、
津
軽
に
「
平
曲
」
が
根
づ
き
、
晩
翠
は
「
平
曲
統
伝
記
」「
平
曲
温
故
集
」「
平
曲
古
今
譚
」
の

三
部
を
著
す
な
ど
大
い
に
普
及
し
た
。
こ
の
う
ち
「「
平
曲
古
今
譚
」
は
、弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
に
「
岩
見
文
庫
」
の
一
冊
と

し
て
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

●
殿
様
と
琵
琶 

中 

村  

信
三
郎



14　古文書で見る「弘前城あれこれ」　
 【

原
文
の
読
み
下
し
文
】

　
　
　
　

 

平
曲
話
略
記

一　

嘉
永
三
年
庚
戌

　
　

先
人
太
素
君
弘
前
藩
参
政
に
て
七
月
廿
四
日
出
起
、江
戸
藩
邸
に

登
り
十
月
十
九
日
那
須
與
一
殿
聴
松
と
号
す
宅
に
て
初
め
て
宗

師
麻
岡
検
校
長
歳
一
ヵ
平
曲
を
聴
く
。
其
の
門
人
青
山
弥
総
右

衛
門
よ
り
月
見
并
び
に
康
頼
祝
詞
を
伝
習
し
た
れ
ど
も
、
其
の

風
調
を
得
兼
ね
て
翌
四
年
辛
亥
十
一
月
六
日
藩
に
下
る
と
云
う
。

一　

同
六
年
庚
丑
二
月
廿
一
日
出
起
、又
江
戸
に
登
る
。
翌
安
政
元
年

甲
寅
二
月
八
日
藩
に
下
る
。
此
の
両
年
那
須
殿
に
於
い
て
屢
し
ば
し
ば

聴
聞
す

と
雖
い
え
ど
も
伝
習
せ
ず
と
云
う
。

一　

安
政
二
年
乙
卯
八
月
廿
四
日
弘
前
出
起
、江
戸
に
登
る
。
同
丙
辰

三
年
帯
府
、
同
四
年
丁
巳
十
一
月
藩
に
下
る
。
此
の
三
カ
年
間

に
て
青
山
よ
り
百
数
十
句
を
伝
習
す
。
○
丙
辰
年
間
よ
り
弘
前

藩
主
津
軽
順
承
公
、
麻
岡
検
校
を
徴
し
て
平
曲
を
伝
習
す
。
又
、

某
の
楽
器
師
に
命
じ
て
新
た
に
琵
琶
を
造
ら
し
め
、
瀧
の
調
と

名
付
け
ら
れ
、
銘
書
は
公
の
自
筆
也
。
其
の
裏
書
き
并
び
に
其

の
奉
書
は
太
素
君
賜
は
り
た
り
。
○
丁
巳
年
間
よ
り
晩
翠
初
め

て
平
曲
を
伝
習
す
。



15 殿様と琵琶

一　

安
政
六
年
己
未
太
素
君
五
月
廿
八
日
弘
前
出
起
、
又
江
戸
に
登

る
。
万
延
元
年
庚
申
十
月
十
八
日
藩
に
下
る
。
己
未
（
戊
午
ヵ
）

年
間
順
承
公
麻
岡
よ
り
大
小
秘
曲
を
伝
習
す
と
云
う
。
安
政
五
年

戊
午
九
月
麻
岡
死
去
す
。
琵
琶
五
月
雨
を
公
に
贈
る
。
公
祭
資
（
カ
）
料

金
五
十
両
を
恵
む
と
云
う
。

一　

文
久
二
年
壬
戌
太
素
君
八
月
七
日
弘
前
出
起
、
又
江
戸
に
登
る
。

中
山
眞
齋
よ
り
大
小
秘
曲
を
伝
習
す
。
文
久
元
年
辛
酉
九
月
那

須
聴
松
公
逝
去
す
と
云
う
。
同
三
年
癸
亥
十
一
月
十
九
日
太
素

君
藩
に
下
る
。
順
承
公
よ
り
琵
琶
を
賜
う
。

一　

慶
応
元
年
乙
丑
二
月
五
日
順
承
公
薨こ

う

ず
。

▶
津
軽
順ゆ
き

承つ
ぐ

公
（「
弘
前
藩
歴
代
藩
主
絵
像
」

　
よ
り
・
正
伝
寺
蔵
）

▶
銘
『
五
月
雨
』



16　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　
◆
『
中
奥
大
秘
事
』（
青
森
市　

佐
藤
司
氏
提
供
）

　

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）、
重
臣
「
小
倉
作
左
衛
門
を
も
っ
て
仰
せ
出

さ
れ
候
事
」
と
あ
る
こ
の
資
料
に
は
、「
親
子
兄
弟
た
り
と
も
堅
く
他
見

あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
但
し
書
き
が
あ
る
。

　

当
時
城
内
の
各
施
設
は
部
外
秘
と
さ
れ
て
い
た
が
、
特
に
こ
の
『
大
秘

事
』
は
、
殿
様
側
近
の
者
に
し
か
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
◆
弘
前
城
本
丸
の
「
西※

湖
の
間
」

一
、
西
湖
の
間
の
路
地
か
廊
下
の
外
に
、
緊
急
の
報
告
を
受
け
、
ま
た

は
指
図
を
す
る
た
め
の 

忍
者
・
早
道
の
者
を
控
え
さ
せ
て
置
く
こ

と
。

一
、
何
か
あ
っ
た
と
き
は
、
路
地
を
明
け
て
早
道
の
者
を
中
に
入
れ
、

暗
が
り
に
隠
し
置
き
、
私
（
作
左
衛
門
）
が
付
き
添
い
、
図
示
の
山

吹
の
間
へ
入
っ
た
あ
と
に
引
き
取
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
こ
ま
で

の
御
供
は
御
側
の
小
姓
役
と
私
だ
け
に
限
る
こ
と
。

一
、
西
湖
の
間
の
雪
隠
（
ト
イ
レ
）
に
「
隠
し
穴
」
を
作
っ
て
お
き
、
万

●
殿
様
の
忍
び
口
、
本
丸
の
極
秘
の
間 

田  

澤
　
正



17 殿様の忍び口、本丸の極秘の間

一
の
時
は
本
丸
直
ぐ
西
の
裏
道
に
出
て
、「
い
ぬ
い
の
櫓
」（
図
示
）

の
下
を
通
り
、埋
御
門
（
工
業
高
校
の
裏
門
辺
り
）
へ
逃
れ
る
こ
と
。
こ

の
資
料
は
読
ん
だ
ら
直
ぐ
焼
却
す
る
こ
と
と
も
あ
る
。

※
「
西
湖
・
せ
い
こ
・
さ
い
こ
」
の
読
み
は
「
最
後
」
の
意
味
を
も
た

せ
て
い
る
が
、
資
料
に
は
「
う
み
」
と
ル
ビ
を
付
し
「
う
み
の
間
」

と
読
ま
せ
て
い
る
。

　
　
◆
本
丸
の
四
季
の
間
の
こ
と

　

四
季
の
間
の
四
季
の
読
み
は
「
指
揮
」
に
充
て
て
い
る
。
戦
乱
、
籠
城

ほ
か
の
事
態
に
「
決
断
」
指
揮
を
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

◆
こ
の
ほ
か
、
図
中
の
山
吹
の
間
の
「
な
げ
し
」
に
「
な
ぎ
な
た
」
を
、

浪
の
間
に
は
「
や
り
」
を
掛
け
て
お
く
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
は
変
事

に
対
応
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

　
　

◆
殿
様
の
退
出
口
と
自
決
の
間

　
「
西
湖
の
間
口
よ
り
御
う
ら
通
り
、
西
の
郭
へ
出
て
、
埋
御
門
へ
出
る
」

は
、
緊
急
時
に
裏
口
か
ら
旧
城
・
大
浦
ま
た
は
長
勝
寺
へ
逃
れ
、
再
起
を

図
る
と
し
た
古
来
の
伝
承
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

　

ま
た
、
西
湖
の
間
と
廊
下
を
隔
て
た
「
仏
間
、
御
霊
殿
」
は
、
落
城
の

時
の
藩
主
自
決
の
間
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。



18　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
『
三
の
丸
庭
園
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅰ
』（
昭
和
五
十
九
年
）
に
、「
明
治
三
十
一
年
七
月
十
日
に
、
旧
城
内
本
丸
土
中
か
ら
、
中

に
小
粒
の
金
銀
様
の
玉
並
び
に
砂
な
ど
が
入
っ
た
金
瓶
一
個
と
、
輪

（
け
ち
）
八
本
出
土
し
、
翌
日
県
へ
届
け
出
た
」
と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
年
九
月
一
日
に
隅
櫓
古
物
館
（
現
天
守
閣
）
内
に
展
示
し
て
い
た
金
瓶
が
「
盗
難
に
あ
い
紛
失
」
と
あ
る
。

　

ま
た
「
寛
政
五
年
九
月
二
十
九
日
、
御
奥
御
座
の
間
再
建

時
の
記
録
に
あ
る
も
の
と
推
定
」
と
も
あ
る
。

　

も
し
金
瓶
が
現
存
し
て
い
れ
ば
重
要
文
化
財
に
も
な
り
、

本
丸
調
査
の
手
が
か
り
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

●
本
丸
か
ら
金
瓶
盗
ま
れ
る 

田  

澤
　
正

金
瓶
　
た
だ
し
下
地
は
唐
金
に
て
、
金
の
焼
き
付
け
と
相
見
え
申
し
候



19 本丸から金瓶盗まれる

【
読
み
下
し
文  

部
分
】

寛
政
五
年
九
月
二
十
九
日

　
　
（
御
座
の
間
再
建
時
の
「
御
日
記
」）

　

御※

奥
御
座
の
間
御
取
り
立
て
に
つ
き
、
今
日
吉※

辰
に
つ
き
、

地
鎮
鎮
檀
合
行
の
御
祈
禱
を
仰
せ
付
け
ら
れ
候
に
付
き
、
最※

勝

院
朝
五
つ
時
罷
り
出
で
候
。

　

も
っ
と
も
御
祈
禱
相
済
み
候
と
こ
ろ
、
地
鎮
納
め
物
は
、
御

座
の
間
中
央
牀ゆ

か

下
の
土
中
へ
相
納
め
申
し
候
。

　

右
の
品
々
は
五
宝
五
香
五
薬
五
穀
を
入
れ
候
、
金
瓶
は
中
央

に
納
め
、
八
方
に
輪※

と
申
す
物
を
相
納
め
、
土
砂
に
て
衆
坊

埋
納
い
た
し
候
。

※
奥
御
座
の
間　

殿
様
が
御
出
な
さ
る
部
屋
、
た
だ
し
、
完

成
は
翌
六
年
の
五
月
で
あ
る
。

※
吉
辰　

吉
日
。

※
最
勝
院　

は
じ
め
は
弘
前
八
幡
宮
の
所
に
あ
っ
た
が
、
明

治
三
年
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
現
在
地
・
銅
屋
町
に
移
っ

た
。

※
五
つ
時　

午
前
八
時
ご
ろ
。

※
輪
　

美
し
い
玉
、
絹
な
ど
で
装
飾
し
た
も
の
。



20　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　

◆
初
め
て
の
能
舞
台

　

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
十
一
月
、
弘
前
城
の
本
丸
に
能
舞
台
が
建
て

ら
れ
た
。

　

同
月
二
日
に
、
正
面
の
菊
の
間
に
殿
様
・
信
政
公
と
、
分
家
黒
石
の
領

主
・
津
軽
左
京
、
幕
府
か
ら
の
預
か
り
人
・
柳
川
素
庵
、
藩
主
・
信
政
の

兄
弟
・
津
軽
庄
右
衛
門
兵
庫
が
着
座
。

　

東
の
方
に
屏
風
を
立
て
て
殿
様
の
弟
方
、
御
物
頭
、
御
物
奉
行
、
医
者
、

そ
し
て
御
一
門
と
重
臣
の
面
々
が
着
座
し
た
。

　

招
待
さ
れ
た
皆
々
か
ら
の
進
物
の
披
露
が
あ
り
、
殿
様
か
ら
一
同
に
御

料
理
、
御
菓
子
、
御
茶
な
ど
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
る
。

　

午
前
七
時
ご
ろ
に
始
ま
り
、
午
後
六
時
ご
ろ
に
終
わ
っ
て
い
る
。

　

お
能
の
曲
目
は
『
翁
』『
千
歳
』
に
始
ま
り
九
曲
、
狂
言
は
『
末
広
が

り
』
以
下
五
曲
で
あ
る
。

　

翌
三
日
に
は
二
日
目
の
お
能
が
催
さ
れ
、
殿
様
の
生
母
・
久
祥
院
は
じ

め
、
御
先
代
・
信
義
公
の
側
室
、
重
臣
の
妻
や
母
な
ど
も
招
か
れ
て
い
る
。

●
弘
前
城
の
お
能
初
め
と
曲
目 

佐  

藤
　
博

▶
『
藩
主
能
舞
台
鑑
賞
図
』（
部
分
）
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町
人
も
招
か
れ
た
が
、
筵
な
ど
を
敷
い
た
白
砂
（
庭
）
で
観
覧
し
、
雨
や
雪
に
備
え
て
合
羽
を
支
度
さ
せ
て
い
た
。

　

中
入
り
に
は
町
人
に
御
菓
子
が
振
る
舞
わ
れ
、
特
に
役
者
に
は
小
袖
や
支
度
金
と
し
て
一
封
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

当
日
は
蠟
燭
を
用
意
、
城
の
警
護
は
物
々
し
か
っ
た
が
、「
こ
け
ら
落
と
し
」
と
い
う
こ
と
で
、「
御
日
記
」
は
賑
や
か
な
雰

囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　
　

◆
柳
川
素
庵
に
つ
い
て

　

柳
川
素
庵
（
調し
げ

興お
き

、
豊
前
）
は
対
馬
藩
の
重
臣
。
当
時
、
日
本
は
対
馬
藩
を
通
じ
て
朝
鮮
と
貿
易
を
交
わ
し
て
い
た
が
、
そ

の
文
書
は
互
い
に
「
国
王
名
」
を
記
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
幕
府
で
は
「
日
本
将
軍
」
と
署
名
し
た
た
め
、
朝
鮮

で
は
受
理
せ
ず
、
対
馬
藩
で
は
や
む
を
得
ず
、
独
断
で
「
国
王
」
と
改か
い

竄ざ
ん

し
て
交
わ
し
て
い
た
。

　

こ
の
一
件
に
つ
い
て
素
庵
は
藩
主
を
幕
府
に
訴
え
出
た
が
、
将
軍
家
光
は
逆
に
藩
主
の
言
い
分
を
認
め
た
た
め
、
素
庵
は
敗

訴
し
、
津
軽
氏
に
預
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

素
庵
は
和
歌
に
優
れ
た
教
養
人
で
、
当
地
方
に
い
ろ
い
ろ
な
功
績
を
遺
し
て
い
る
。
行
年
八
十
四
歳
。
墓
は
長
勝
寺
に
あ
る
。

弘前城のお能初めと曲目

 【
原
文
の
読
み
下
し
文
】

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
十
一
月

一　

二
日　

少
々
雨
降
る

　
　
　
　

今
日
御
舞
台
に
て
初
め
て
御
能
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
。

一　

卯
の
中
刻
津
軽
左
京
様
、
柳
川
素
庵
様
、
津
軽
庄
右
衛
門
様
お
出

で
遊
ば
さ
れ
候
。

　
　
　
　
　

…
…
中
略
…
…

　

一　

御
能
卯
の
中
刻
に
初
め
、
申
の
后
刻
に
相
済
む
。



22　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　
　
　

御
能
組
み
合
わ
せ
の
次
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

笛　

市
郎
右
衛
門

　
　

翁　

三
番
三　

杉
右
衛
門　

千
歳　

源
右
衛
門 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　

小　

四
郎
兵
衛

                                         　
　
　
　
　
　

と
う
ど
り    

                                           　
　
　
　
　
　
　
　
　

小　

平
兵
衛 

                                           　
　
　
　
　
　
　
　
　

小　

勘
右
衛
門

                                           　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

仁
兵
衛 

　

清
左
衛
門 

ツ
レ 

藤
左
衛
門　

ワ
キ 

庄
左
衛
門

　
　

高
砂　
　
　
　

ツ
レ 

次
兵
衛　
　
　

大 

仁
兵
衛　

太 

弥
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

三
郎
左
衛
門　

小 

金
兵
衛　

笛 

市
郎
右
衛
門

　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大 

理
兵
衛

　
　

頼
政　
　
　
　

ワ
キ　

九
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　

笛  

五
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小 

勘
右
衛
門

　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大 

仁
兵
衛

　
　

采
女　
　
　
　

ワ
キ　

七
兵
衛　
　
　
　
　
　
　

  

笛　

市
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小 

平
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
刀
持

　

茂
左
衛
門 　

ツ
レ 

長
兵
衛
新
之
丞　
三
郎
左
衛
門 

大  

左
次
兵
衛  

太  

善
太
郎

　
　

紅
葉
狩　
　
　
　
　
　
　
　

ワ
キ 

庄
左
衛
門　
　
　
　
　
　
　
　

笛  

五
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杢
兵
衛 　
　
　

小  

金
兵
衛   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

久
三
郎

　

清
左
衛
門 

ツ
レ 

長
兵
衛 

子
方 

嘉
津
之
丞

　
　
　
　
　
　
　

ワ
キ　

仙
庵　
　
　
　

大 

理
兵
衛

　
　

櫻
川　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

笛  

五
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　

ツ
レ　

安
郎
左
衛
門　

小 

平
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杢
兵
衛

　

清
左
衛
門 
ツ
レ 

長
兵
衛 

子
方 

嘉
津
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大 

仁
兵
衛

　
　

善
知
鳥　

ワ
キ　

次
兵
衛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笛　

市
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小 

金
兵
衛



23 弘前城のお能初めと曲目

　

茂
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

左
次
兵
衛　

太　

市
郎
右
衛
門

　
　

金
札　
　

ワ
キ　

三
郎
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小　

勘
右
衛
門　

笛　

五
郎
右
衛
門

　
　
　

狂
言

                                    　
　
　
　
　

太
郎
右
衛
門

　
　

末
ひ
ろ
が
り　

杉
右
衛
門　

                                    　
　
　
　
　

源
右
衛
門

                                    　
　
　
　
　

次
五
兵
衛

　
　

ぬ
け
が
ら       

太
郎
右
衛
門

                                    　
　
　
　
　

小
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
郎
右
衛
門

　
　

い
ぐ
ゐ           

杉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
五
兵
衛

　
　

も
の
ま
ね　
　

源
右
衛
門　
　
　

小
右
衛
門

　
　

し
び
り　
　
　

次
五
兵
衛　
　
　

小
右
衛
門

　

一　

地
謡
頭　

大
川
新
右
衛
門
、
杉
野
十
右
衛
門

　
　
　

地
謡　

大
坂
長
兵
衛
、
十
兵
衛
、
為
兵
衛
、
半
左
衛
門
、

　
　
　

八
郎
兵
衛
、
市
郎
兵
衛
、
四
郎
左
衛
門
、
弥
左
衛
門
、
久
三
郎

▶
柳
川
素
庵
の
墓



24　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　

寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
三
月
十
八
日
の
「
御
日
記
」
に
、「
今
日
吉
日
に

て
久
祥
院
様
の
御
屋
形
の
御
棟
上
げ
御
祝
い
」
と
あ
り
、
生
み
の
子
で
あ
る
藩

主
・
信
政
は
狩
野
探
幽
筆
の
掛
け
物
を
贈
り
、「
御
機
嫌
よ
く
お
移
り
珍
重
に

候
」
の
言
葉
と
料
理
を
贈
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
棟
梁
に
か
み
し
も
、
職
人
に
も
銭
な
ど
の
祝
儀
も
与
え
て
い
た
。

　

豪
華
だ
っ
た
造
作
の
一
部
を
「
御
日
記
」
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。

【
原
文
読
み
下
し
文
】

　
　
　

久
祥
院
様
御
用
の
唐
紙

　

一
、
す
す
た
け
色
の
紋
輪
違
い
に
桐　

右
御
仏
殿
の
唐
紙　
　
　

六
百
十
枚

　

一
、
も
え
ぎ
色
に
丸
牡
丹
か
ら
く
さ　

右
御
寝
間
の
唐
紙　
　

二
百
三
十
枚

　

一
、
茶
色
に
紋
、
ひ
が
き
の
唐
紙　
　

右
三
の
間
の
唐
紙　
　

二
百
四
十
枚

　

一
、
茶
色
に
紋
、
日
な
た
の
菊　
　
　

右
御
座
の
間
の
唐
紙　

五
百
六
十
枚

●
襖
紙
を
千
六
百
枚
つ
か
っ
た
久
祥
院
舘	

田  

澤
　
正



25 襖紙を千六百枚つかった久祥院舘

　

合
わ
せ
て
千
六
百
四
十
一
枚
。

　

ほ
か
に
お
付
き
女
中
十
六
人
と
も
あ
る
。

　
　

 

　

寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
、「
北
の
御
郭
の
橋
」（
鷹
岡
橋
）
が
架
け

ら
れ
、
土
手
町
の
与
五
右
衛
門
が
孫
子
九
人
を
連
れ
て
渡
り
初
め
を
し
て

い
る
。

　

こ
の
あ
と
久
祥
院
舘
が
造
ら
れ
、
在
国
中
の
殿
様
が
本
丸
か
ら
直
接
舘

に
御
出
で
に
な
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

▶
北
の
郭



26　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　

◆
御
金
蔵
破
り
の
発
覚

　

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
十
一
月
十
一
日
の
朝
、
御
金
蔵
番
人
が
、
切
ら
れ
た
封
印
と
錠
、
鏨の
み

が
戸
前
に
落
ち
て
い
る
の
を

見
つ
け
た
。

　

す
ぐ
さ
ま
上
司
に
、「
十
一
日
の
深
夜
二
時
ご
ろ
、
異
様
な
金
属
音
が
し
た
の
で
駆
け
つ
け
、
怪
し
い
者
を
見
つ
け
た
の
で
捕

ま
え
よ
う
と
し
た
が
、
違
塀
よ
り
御
白
砂
の
方
へ
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
報
告
し
た
。

　

た
だ
し
、
御
金
は
盗
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

◆
追
跡
調
査

　

翌
十
二
日
、
御
日
記
蔵
後
ろ
通
り
の
塀
を
乗
り
越
え
て
逃
げ
た
よ
う
な
足
跡
と
、
御
金
蔵

の
戸
前
の
石
段
に
「
は
ば
き
」
や
蠟
燭
、
火
打
ち
道
具
、
提
灯
な
ど
が
入
っ
た
風
呂
敷
包
み

を
見
つ
け
た
。

　

さ
ら
に
、
御
日
記
蔵
の
塀
の
外
で
抜
き
身
の
脇
差
も
発
見
し
た
。
十
四
日
に
な
る
と
、
西

の
郭
の
塀
下
の
草
む
ら
か
ら
梯は

し

子ご

が
見
つ
か
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
犯
人
は
西
の
郭
の
塀
を
乗
り
越
え
て
本
丸
に
侵
入
し
、
発
見
さ
れ
て
、

同
じ
経
路
で
逃
走
し
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
。

●
本
丸
の
御
金
蔵
破
り 

鳴  

海
　
紀

▶
御
金
蔵
跡
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◆
当
時
の
処
刑

　

十
一
月
二
十
七
日
に
な
っ
て
、
捜
索
の
手
が
迫
っ
て
き
た
こ
と
を
察
知
し
た
、
久
渡
寺
の
寺
守
役
人
・
庄
太
郎
は
切
腹
し
た
。

　

た
だ
し
、
十
日
以
上
も
存
命
し
、
十
二
月
七
日
に
な
っ
て
死
亡
し
た
。
現
代
の
医
療
で
は
お
そ
ら
く
助
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

判
決
は
、「
大
胆
の
仕
業
」
と
し
て
、
重
罪
者
に
科
し
て
い
た
刑
、「
死
者
の
磔
は
り
つ
け」
に
し
た
。

　

気
の
毒
だ
っ
た
の
は
犯
人
・
庄
太
郎
の
父
親
で
、
う
す
う
す
息
子
の
仕
業
と
感
じ
て
い
た
の
か
、
庄
太
郎
の
切
腹
以
前
に
自

害
し
た
こ
と
で
あ
る
。

【
原
文
の
読
み
下
し
文
】

　

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）

　
　
　

十
一
月
十
一
日

一　

勘
定
奉
行
・
御
目
付
申
し
出
で
候
。
御
本
城
御
金
蔵
へ
御

当
用
金
御
下
げ
に
つ
き
、
今
朝
御
金
奉
行
並
び
に
御
徒
目

付
同
道
に
て
罷
り
越
し
、
戸
前
相
改
め
候
処
、
封
印
切
れ
、

錠
一
挺
真
（
心
）
棒
切
れ
、内
錠
の
儀
は
鍵
入
口
よ
り
破
れ
、

右
下
に
鑿の

み

壱
挺
こ
れ
あ
り
候
間
、
御
蔵
内
相
改
め
候
処
御

有
り
金
別
条
こ
れ
な
き
旨 

以
下
略

　
　
　

十
一
月
十
四
日

一　

御
目
付
申
し
出
で
候
。
…
…
中
略
…
…
十
一
日
朝
五
ッ
時

前　

足
軽
目
付
が
西
の
郭
裏
通
り
御
堀
添
い
見
廻
り
候
処
、

西
の
郭
辻
番
所
裏
に
当
た
り
塀
際
草
藪
の
中
に
階
（
梯
）
子

様
の
も
の
相
見
え
候
間

 
 

以
下
略
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十
二
月
七
日

一　

最
勝
院
申
し
出
で
候
。
久
渡
寺
役
人
今
庄
太
郎
儀　

去
月

廿
七
日
暮
れ
六
ッ
時
頃
切
腹
致
し
候
処
、
今
夜
九
ッ
時
頃

相
果
て
申
し
候
。
こ
れ
に
よ
り
、
右
死
骸
早
速
御
片
付
け

仰
せ
つ
け
ら
れ
度
旨
申
し
出
で
、
こ
れ
を
達
す
。

◀
本
丸
御
金
蔵
の
位
置（『
明
治
五
年
の
地
図
』よ
り
部
分
）

▶
久
渡
寺
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